
神戸市従業員労働組合港湾支部との交渉議事録 

 

１．日 時：令和６年 10月 17日（木） 18：30～18：40 

２．場 所：港湾局５－Ａ会議室（ポートアイランドビル ５階） 

３．出席者： 

（ 市 ）港湾局経営企画課課長、経営企画課係長、他１名 

（組合）市従港湾支部支部長、書記長、書記次長、特別執行委員２名 

４．議 題：要求書に関する回答交渉 

５．発言内容： 

（市）本日は、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

皆さま方におかれましては、日ごろから、港湾局の事業の推進にあたり、ご理解・ご協力

いただいておりますとともに、現場の第一線でご活躍いただいていることに対しまして、改

めてお礼申し上げます。 

現在本市を取り巻く状況は、人口減少、少子・超高齢化の進展などにより、引き続き厳し

い状況にあります。また、本市の財政状況については、物価高騰への対策、公共施設の光熱

費や公共事業の事業費の増加など、追加の財政需要が生じており、一層厳しくなることが見

込まれております。市民の暮らしの安心・安全を守りながら、財政の健全性を保つため、「行

財政改革方針 2025」に基づき、港湾局としてもより一層の行財政改革に取り組んでいく必

要がございますので、引き続き、皆さま方のご理解・ご協力をいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

本日は、６月１９日にいただきました要求書につきまして、勤務労働条件に関する部分に

ついて回答させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

まず、事前協議制及び労使妥結事項の遵守、文書回答、文書協約につきまして、勤務労働

条件について労使で合意した内容につきましては、これまでも一方的に変更したことはな

く、今後もその姿勢に変わりはございません。健全な労使関係を構築する中で労使の信頼関

係は保っていきたいと考えており、誤解を生じないよう今後とも努力してまいりたいと考

えております。 

 

次に、欠員につきましては、その実態を把握したうえで、過重な勤務実態が生じている場

合は、労働安全衛生の観点から、様々な方法を考えながら、対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 

次に、段階的な定年年齢の引き上げにつきましては、所属からのヒアリング等を通じ職場

環境を把握した上で、加齢に伴う身体能力の低下が職務遂行に影響を与える場合には、職場



環境や業務分担の見直しなどの対応を検討して参りたいと考えております。 

 

次に、安全衛生につきましては、職員が安心して働くことのできる職場づくりは最も基本

的かつ重要なことであり、繰り返し、周知徹底を図ることが大切と考えております。 

特に現業職場は危険と隣り合わせであり、より一層の労働安全衛生の充実が不可欠である

と認識しております。そのため、安全衛生委員会や安全パトロールを通して、日常の業務で

見落としがちな作業や機材等の危険性など、現場作業における実態について把握を行って

おります。現場作業における危険性やリスクマネジメントにつきましては、各安全衛生委員

会（部会）において安全・安心して働ける職場環境について話し合っていただき、状況に応

じて注意喚起を行うことで、職員の安全意識の向上に努めてまいります。 

なお、今年度の公務災害の状況につきまして、本日時点で通勤災害１件が発生しております。

下半期は公務災害ゼロを目指し、引き続き安全衛生対策に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 

最後に、障害のある職員への適切な対応につきましては、これまでも局として日頃から職

員の個別の状況を把握し対応に努めてきたところですが、今後も職員が安心して働くこと

ができるような職場環境づくりに努めて参りたいと考えております。 

 

回答は以上になりますが、これまでどおり、局・支部の信頼関係を大事にしてまいりたい

と考えており、勤務労働条件に関わる事につきましては、引き続き皆様方と協議して参りた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（組合） 

ありがとうございました。日ごろから港湾局とはよく話ができていると感じています。世

の中の変化の中で、日々変わることも多く、事業の拡大縮小など様々なこともありますが、

職員が不安なく働くということは、安全衛生にも関わることであり、不安を抱えずに、モチ

ベーションを上げていくためにも、しっかりとやっていける形というのは、局の方にも引き

続きお願いしたいと思います。 

 

また、海務係の勤務労働条件を見直していただき、ありがとうございました。他の職場に

ついても定年延長もあり、今後職員の採用がなければ仕事の継続が難しい状況になります。

局には、将来に向けた業務の在り方を考えていただきたいと思います。残った課題は継続協

議といたしまして、2024 年の現業闘争の回答を了とします。どうもありがとうございまし

た。 

以上 


